
　

き
さ
ら
ぎ
。
名
前
の
と
お
り
重
ね

着
が
必
要
な
く
ら
い
寒
い
月
。
加
え

て
、
精
神
的
に
も
厳
し
い
準
備
が
求

め
ら
れ
る
月
で
す
。

　

ま
ず
、
確
定
申
告
。

　

我
が
家
は
小
商
人
で
し
た
か
ら
、

確
定
申
告
に
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら

な
じ
ん
で
い
ま
し
た
。
物
心
つ
い
た

こ
ろ
の
印
象
は
、
奥
の
部
屋
が
伝
票

類
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
季
節
。
鉛
筆

と
そ
ろ
ば
ん
片
手
に
コ
タ
ツ
で
向
き

合
う
母
と
祖
母
の
姿
が
今
で
も
目
に

浮
か
び
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
確
定
申
告
は
大
変

で
す
。
パ
ソ
コ
ン
の
お
か
げ
で
整
理

し
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
二
月

初
め
の
幾
日
か
は
根
を
詰
め
て
準
備

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
申
告
納

税
制
度
の
建
前
も
あ
り
、
今
で
も
自

分
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、
受
験
の
こ
と
。

　

幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
受
験
生
に

は
厳
し
い
季
節
で
す
。
し
か
し
、
苦

し
い
け
れ
ど
目
標
に
向
か
い
集
中
し

て
勉
強
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
踏
ん
張
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
、
コ

タ
ツ
の
中
で
糸
井
五
郎
の
深
夜
放
送

を
聞
き
な
が
ら
、
参
考
書
を
広
げ
た

青
春
時
代
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、 
衣  
更  
着 
。

き 
さ
ら 
ぎ

　

し
か
し
、
税
は
社
会
の
会
費
。
申

告
納
税
で
き
る
の
は
気
持
ち
の
良
い

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
収
入
把
握
は

も
と
よ
り
経
営
内
容
を
年
に
一
度
は

考
え
る
意
味
で
も
、
確
定
申
告
は
役

立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

受
験
も
し
か
り
。
議
論
は
あ
り
ま

す
が
若
者
を
鍛
え
る
道
場
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
関
係
す
る
方
々
は
、

無
事
に
ク
リ
ア
ー
さ
れ
ま
す
よ
う

に
。

　

厳
し
さ
の 
明
日 
に
開
く
梅
の
花

あ
し
た

 
如
月 
に
思
う

き
さ
ら
ぎ

　

今
年
も
市
・
都
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期

が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
申
告
の
受
付
期
間
は
、
２
月　

日　
１６

（月）

〜
３
月　

日　

（
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

１５

（月）

確
定
申
告
は
３
月　

日　

ま
で
）
で
す
。
例
年
、
申
告
期
限
の

３１

（水）

間
近
に
な
る
と
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
早
め

に
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
の
出
張
相
談

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
相
談
は
直
接
、
日
野
税
務
署
に
し
て

く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
市
民
税
課
・
日
野
税
務
署
）

方
」
に
該
当
し
な
い
方

●
申
告
相
談
・
受
付

　

市
・
都
民
税
の
申
告
相
談
・
受
付

は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

 　

七
生
支
所
・
豊
田
駅
連
絡
所
で
も

完
全
に
記
入
済
み
の
市
・
都
民
税
申

告
書
は
お
預
か
り
し
ま
す
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）
が
、
税
専
門
の
職

員
が
い
な
い
た
め
、
申
告
相
談
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け

ま
す
。
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
同
封
の
う
え
、
〒

　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
市
民
税

１９１課
へ
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

�
市
・
都
民
税
申
告
書
（
申
告
書
が

送
ら
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
用
紙
）

�
平
成　

年
中
の
所
得
（
収
入
）
に

１５

関
す
る
書
類

①
給
与
所
得
の
方
は
、
源
泉
徴
収
票

か
給
与
明
細
書

②
年
金
所
得
の
方
は
、
年
金
の
源
泉

徴
収
票

③
給
与
・
年
金
以
外
の
所
得
の
あ
る

方
は
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
算

定
基
礎
と
な
る
帳
簿
や
領
収
書

�
平
成　

年
中
の
控
除
に
関
す
る
書

１５

類①
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
支
払

っ
た
方
は
、
そ
の
支
払
済
額
の
わ
か

る
書
類

●市・都民税の申告相談・受付日程表

時　　間会　　場日　　程

８：４５～１７：００
市役所１階
１０１会議室

２月１６日�
 　～３月１５日�
※土曜・日曜日を
除く

９：００～１１：３０
１３：００～１６：３０

七生公会堂
２月１８日�

～２０日�

※七生公会堂は駐車場が狭いため、車での来場はご遠
慮ください

　

個
人
の
所
得
に
か
か
る
税
金
に

は
、
国
へ
納
め
る
所
得
税
、
都
に
納

め
る
都
民
税
、
市
に
納
め
る
市
民
税

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
市
民
税

と
都
民
税
を
合
わ
せ
た
も
の
を「
市
・

都
民
税
（
ま
た
は
住
民
税
）」
と
い
い

ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
く
て

よ
い
方
で
も
、
市
・
都
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

�
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
日
野

１６

市
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

①
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
必
要
と
し
な
い
方

②
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

必
要
と
し
な
い
方

④
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超
え
な

２０

い
方

⑤
公
的
年
金
の
受
給
者
で
、
所
得
税

の
確
定
申
告
を
必
要
と
し
な
い
方

⑥
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
、
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い

な
い
方

⑦
他
の
市
区
町
村
に
住
ん
で
い
る
方

の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方
（
１

人
住
ま
い
の
学
生
・
お
年
寄
り
な
ど
）

⑧
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方
で

も
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
、
公
営
住
宅
に
入
居
の
方
な
ど
で

所
得
の
証
明
が
必
要
な
方
、
非
課
税

証
明
書
が
必
要
に
な
る
方

�
日
野
市
に
住
ん
で
い
な
い
が
、
平

成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
事

１６
務
所
・
事
業
所
、家
屋
敷
（
単
身
赴
任

中
の
方
な
ど
）
を
所
有
し
て
い
る
方

●
市
・
都
民
税
の
申
告
を
し
な
く
て

よ
い
方

�
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

（
確
定
申
告
は
、
市
・
都
民
税
の
申

告
を
兼
ね
て
い
ま
す
）

�
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

�
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で
、同
居

の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方

の
う
ち
、
所
得
が　

万
円
以
下
の
方

３５

�
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
、「
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な

（
２
面
に
つ
づ
く
）

…………………………9「 知 っ 得 ハンドブック」改訂版を配布
し とく
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紙 面 か ら

行財政改革の成果を公表

市役所事務等の中高年嘱託職員募集
介護保険料等は税金の所得控除が
受けられます

…………………………12新選組フェスタ in 日野が開幕

子育て・子育ち
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市
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市
・
都
民
税

市
・
都
民
税


